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１�．本稿の目的と課題

　本稿は、近年日本で進行してきたガバナンス

改革のもとで、教職がどのような位置に置かれ

ているかを明らかにし、教師に求められる専門

性の具体を指標化することが教職にとってどの

ような意味をもちうるのか、法制化された「教

員育成指標」がどのような問題をはらむのか、

考察することを目的とする。

　はじめに、近年の学校ガバナンス改革の大要

を整理し、それ自体が「教職の専門性」を相対

化する性質をもつため、その正統化が重要な課

題になっていることを論じる。次に、今展開さ

れている教職のスタンダード策定政策が教職の

他律性を強化する傾向をもつことについて検討

する。そして「教職の専門性」の準拠基盤のあ

り方を、職業社会学での専門職に関する議論、

および科学技術社会論における「専門主義」と

「公共性」の関係をめぐる議論を参照して考察

する。最後に、法制化された「教員育成指標」

の問題点について考察する。

　２．ガバナンス改革の中の教職

　⑴進展する学校ガバナンス改革

　「ガバナンス」概念は、1980年代以降、多様な

学問分野で議論されてきた（1）。それが注目され

た背景には、 政府＝「ガバメント（govern-
ment）」の機能不全とそれに伴う信頼低下があ

る。「公的問題をガバメントが一手に引き受け

るのではなく、民の側に位置するアクターが公

的な問題に関与することにより、民と公という

図式が描かれる。いわば、ガバメント論的な発

想である『官＝公』と『民＝私』という構図が

崩れたことにともなう民の公への関与は、ガバ

ナンスの本質的な部分を示している」（2）と言わ

れるように、政府の独占下にあった公的事業の

供給を様々な非政府アクターに開放して、「公」

をめぐる「官」と「民」の関係を非階層的構造

へ再構築するというのがその含意である。

　先進資本主義諸国では、かつて市場原理に基

づく自由放任経済が破綻して政府の規制強化が

進んだが、その後の福祉国家化は財政危機で行

き詰まり、官僚制の肥大化と非効率性が政府不

信を増幅させた。この「市場の失敗」と「政府

の失敗」を受けて、1980年代以降、各国では巨

大なガバメントにメスを入れるガバナンス改革

が標榜された。

　日本の教育政策の展開を振り返ると、1997年
頃からその動きは本格化した。公立小・中学校

の選択制の広がり（1997年以降）に加えて、中

教審答申による「地域住民の学校運営への参

画」と「校長・教頭の任用資格の見直し」の提

言（1998年）は、学校評議員制と「民間人」の

校長登用の制度化（2000年）を導いた。教育改

革国民会議は「教育を変える17の提案」（2000年
12月）の中で「外部評価を含む学校の評価制

度」、学校・教育委員会への「組織マネジメント

の発想」の導入、そして「地域独自のニーズに

基づき、地域が運営に参画する新しいタイプの

公立学校（“コミュニティ・スクール”）」の設置

等を提言した。

　それらは、第一次小泉内閣が推進したニュ
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ー・パブリック・マネジメント（NPM）（3）のも

とでさらに具現化され、定着した。とくに学校

運営協議会（いわゆるコミュニティ・スクー

ル）の制度化（2004年）と、学校自己評価と学

校関係者評価の制度化（2007年）は、多様な関

係当事者（stakeholders）による参加と評価を制

度上明確にすることで、学校教育を「民による

共同統治」のもとに置こうとする象徴的な仕組

みといえよう（4）。

　とは言うものの、学校運営協議会の実情は、

「教育方針の承認や教育課程、人事のことはほ

とんど問題にはなっていない」とされ、「学校教

育への具体的支援」等に高い関心が向けられて

いるのが実態であり、運営参加
4 4 4 4

というより教育

活動への支援に留まっている（5）。それに対し

て、「評価」の網は着々と張り巡らされている。

学校評価に加えて、教員評価、全国学力・学習

状況調査の他、教育委員会の教育基本計画の細

かい成果検証、教育委員会評価に含まれる種々

の事業評価（例えばいじめ・不登校等の問題発

生数、教育相談や指導主事訪問・教職員加配等

の成果検証）など、学校組織の内外の隅々に、

評価は浸透してきている。

　⑵教職の相対化と劣位化

　ガバナンス改革は、「ガバメント＝政府」を相

対化し、その権威に基づいて資格認定された

「専門家」をも相対化する。学校ガバナンス改革

において、ガバメントとは国及び地方公共団体

の教育行政機関であり、「専門家」は第一義的に

教師（教職）である。後述するように、教師を

養成し教職の学問的知識基盤を創出する研究者

及び大学もここに位置づく。加えて児童生徒、

保護者、地域住民、一般納税者、NPOや企業等

もガバナンスの当事者であり、したがって学校

ガバナンス改革は、これらの各主体間の関係を

問い直し、そこにおける教職の位置を組み替え

ていく指向性をもつ。

　例えば、学校の責任体制と校長のリーダーシ

ップの確立を掲げた施策は、学校管理職の資格

要件を「厳格化」するのではなく、「教職の専門

性」と無関係の「民間人」を任命権者の裁量の

みで登用できるよう「緩和」した。民間企業の

組織マネジメントの発想と手法に基づく「学校

組織マネジメント研修」が様々な教職員を対象

として各地で導入された。また、職員会議の法

制化では、一般教師の権限に歯止めをかける一

方で、住民・保護者等の非
4

教職者で構成される

学校運営協議会に学校運営の基本方針承認権限

等が委ねられた。これらは、学校の組織・経営

における「脱教職化」指向を映し出している。

　制度改革ではないが、保護者から学校・教師

に対する過剰な無理難題要求が関心を集め、児

童生徒の様々な問題やそれらへの対応のあり方

をめぐって学校・教師への容赦ない批判も繰り

広げられた。そこには、「教職の劣位化」へ向か

う空気さえうかがわれる。

　以上のように考えると、これまで学校教育の

制度と理論が依拠してきた「教職の専門性」概

念の正統性は、様々な意味で重大な揺らぎに直

面しているといえよう（6）。

　ところで、従来「専門職」のモデルとされて

いた医師についても、1970年代以降、自律性を

めぐる重要な変動が生じてきた（7）。保健医療領

域では「対クライエント、対コメディカル、対専

門職、対社会政策といった関係構造」において、

医師を頂点とする「専門職支配（Professional 
Dominance）」が確立されていた（8）。ところが、

医療・医学の高度化・専門分化に伴う「診療所

中心、医師中心」から「『組織＝病院』中心」の

医療への転換、インフォームド・コンセントや

患者の権利概念の制度化、患者の「消費者志向」

的意識の高揚、コメディカルの量的拡大と「チ

ーム医療」の要請などによって、「『専門職によ

るコントロール』から『専門職へのコントロー

ル』への相対的移行が観察される」ようになっ

た（9）。専門職としての医師の「相対化」である。

　こうした分析を踏まえた進藤による次の記述

は示唆的である（10）。

　「近年における医療の変容を規定してきた三

つの基本的要素―医療における人権・市場―競

争原理、国家介入―は、『専門職支配』＝『自律
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性』という構造が、特定の時代と社会における

特定の政治的・社会-経済的布置関係において

成立しえたものであり、『専門職』の職務遂行に

必然的に要請される普遍性を持つものではない

ことを明らかにしたということができる。」

　進藤によれば、医師という専門職の自律性が

成立してきた要因は、「医業独占」と医業への非

専門職や国家の干渉からの自律が制度化された

こと、つまり他律性に大きく依存していた。そ

う考えると、専門職としての自律性を確かなも

のにするための鍵は、「それが提供する質と倫

理性を、専門職自らが『自己規制』によって担

保する」（11）ことにあるといえるのである。

　これまで、近代公教育制度とそこにおける教

職に関わるおよそあらゆる議論（研究、実践、

政策を問わず）は、「教職の専門性」概念を自明

の前提として展開されてきた。「いわゆる『教職

の専門性』原則とは、『近代教育』とくに『近代

公教育』の成立展開とともに一般化されるよう

になった…『近代教育』の組織原理」（12）だと言

われるように、それは、公教育の仕組みと理論

を基礎づける最も基本的な原則だといえよう。

その意味で、「教職の専門性」はあらゆる公教育

理論において「正当性」をもつと考えられてき

た。しかし、前述のような事態は、あらためて

「教職の専門性」の「正統性」を捉え直し、その

ガバナンスを再構築することをわれわれに迫る

ものと言っていいだろう（13）。

３�．スタンダード策定の動向における

　教職の他律性の強化

　ガバナンス改革の進行とともに、学校教育の

質に関わる種々のスタンダード（基準）の作成

がなされてきた。NPM政策と親和性を有するガ

バナンス改革は、公的事業の成果に注目したア

カウンタビリティを厳格化する。つまり、事業

の実施主体に対して、実施過程の透明性確保を

要請し、成果や効果を外部者に明示することで

の質保証を求める。そのため、教育の質的向上

の要因とみなされる学校組織の「改善」や教職

員の「成長」を組織内外で透明化し統制する装

置としてスタンダード策定が進められてきた。

　学校評価の法制化（2007年学校教育法改正）

もその一つだが、教職にとってより身近な動き

は教員評価の具体化であろう。東京都の人事考

課制度導入（2000年度）以後、「能力評価と業績

評価」と「自己申告と管理職による指導助言」

を組み合わせた教員評価システムが他の道府

県・指定都市へと広がった。さらに2014年地方

公務員法改正で、評価基準を明示した上で個人

の「発揮した能力」と「挙げた業績」の客観的

評価を行い、その結果を人材育成等に活用する

ことが法制化された。

　文脈は異なるが、教員研修に関しても任命権

者（都道府県・指定都市教育委員会）によるス

タンダード策定が広がっている。2017年 4 月に

施行された改正教育公務員特例法は、公立学校

の「校長及び教員としての資質の向上に関する

指標の策定に関する指針」の策定を文部科学大

臣に義務づけ（第二十二条の二第一項）、任命権

者には「指針を参酌し、その地域の実情に応じ、

当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じ

て向上を図るべき校長及び教員としての資質に

関する指標」を定めること（第二十二条の三第

一項）と、それを踏まえて毎年度の「教員研修

計画」を策定すること（第二十二条の四第一項）

を課した。実態はすでに進んでおり、2017年 2

月時点において指標は30県市で、教員研修計画

は54県市で作成されていた（14）。現職研修の計画

的実施は以前から行われてきたが、ここに来て

「指標」の策定が広がった背景には、団塊世代の

大量退職と新規採用教員の急増に伴う教職員年

齢の若年化に対応して、管理職を含めた人材育

成の計画的推進が焦眉の課題となったことが挙

げられよう（15）。その意味で、「指標」作成の法

制化は任命権者のニーズに親和性が高い。

　教員養成の点からみると、日本教育大学協会

では2001年～2006年に教員養成の「モデル・コ

ア・カリキュラム」研究プロジェクトがなさ

れ（16）、2007年にはそれを引き継ぐ「学部教員養

成教育の到達目標」検討プロジェクトが実施さ

れた（17）。2011年度には兵庫教育大学が教員養成
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スタンダードを策定して学生の自己評価と教員

による評価・支援をきめ細かく行うプログラム

を導入したのをはじめ、各大学で独自のスタン

ダード作成とそれに基づく取り組みが広がりつ

つある（18）。それは、教員養成の質保証に向けた

大学独自の取り組みだといえよう。ただし、文

科省が2016年 8 月から進めてきた「教職課程コ

アカリキュラム」の策定は、「教職課程の審査・

認定及び実地視察」で「活用される」ことを前

提とするだけに（19）、大学独自の取り組みとの背

反性を有している。

　以上のように進行してきた諸スタンダード策

定のねらいは、第一義的には「教職の専門性」

を高度化し保証することにある。それは現代の

公教育にふさわしい「教職の専門性」の具体的

な内容の明確化・標準化、すなわち「正当性」

の保証を意図するものといえる。その意味で、

ただちに否定されるべきものではない。

　だが、前節で検討したように、教職の相対

化・劣位化という基本的趨勢のもとでのスタン

ダード策定施策の浸透は、教職とその養成機関

である大学の教育を過度な監視のもとに置いて

しまう恐れがある。教職を高度の専門的職業だ

と理解するなら、専門的自律性の確保は再重要

点の一つである。だが、前掲の施策はむしろ、

教職の他律性の強化に向かっているのではない

かと懸念される。

　なぜそのようになってしまうのだろうか。自

律性の確保へ向かう道を拓くことはできないの

だろうか。そのためには、「教職の専門性」の

「正統性」を担保するための装置を問う必要が

あると考えられる。

４�．「医師－医学」関係と「教師－教育学」

関係の非対称

　教職は「専門職（profession）」だと言えるの

か、そうであるために何が必要なのか。1960年
代半ば以降、繰り返されてきた議論では、古典

的な専門職と言われる医師や法律家に具備され

る諸要件を教職がどの程度充足しているかとい

う論法が多く採られてきた。竹内は、諸外国で

の多種多様な議論やデータを丁寧に分析した

上で、教職を「準専門職」と位置づけた（20）。そ

の後も数多くの研究がなされてきたものの、

「半専門職（ semi-profession）」、「限界専門職

（marginal profession）」、「自称専門職（would-be 
profession）」、「中位専門職」など、「専門職」と

しての不完全性が論じられてきた（21）。

　竹内によれば、古典専門職と言われる医師、

法律家は世俗化された大学での教育訓練によっ

て形成されたもので、「学問的職業（ the learned 
professions）」と呼ばれる（22）。文科省が医学、獣

医学、法科大学院教育をモデルに、「教職課程コ

アカリキュラム」の策定によって「教職の専門

性」の質保証を果たそうとするのは、その意味

で頷けなくもない。

　しかし、話はそれほど単純ではない。ここで

は特に、「医師－医学」関係と「教師－教育学」

関係の差異に注目して考えてみたい。

　19世紀以降、近代化とともに進行した社会の

機能分化によって多種多様な職業が誕生した。

各職業には異なる権限・責任が配分され、社会

的な地位と権威が付与されて（23）、医師は最も高

い地位と権威を有する専門職の一つになった。

中川は、E・ヒューズの記述を引きながら、「医

師には他者の身体に『メスを入れ、投薬する

（cut and dose）』という『免許と権限（license and 
mandate）』が与えられている。医師だけが、医

療の名において他者を危険に晒すことが許され

ているのである。」と述べている（24）。こんにち、

医療の高度化・専門分化に伴って「コメディカ

ル」と呼ばれる補助職種が多数存在し「チーム

医療」が行われているが、その中でも医師は最

大の権限をもっている（25）。

　そのような医師の免許と権限は、「ディシプ

リン（＝学問領域）として制度化されている医

学を構成している知（＝医学知識・技術）の優

位という見解」によって支えられている。「医療

は、医学に基づくものでなければならない」の

である（26）。医師免許が医学の知識に依拠し、そ

れが国家試験によって正統化されるということ

は、「国家によって制度化された近代医療のみ
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が、法的に認められた正統的医療として圧倒的

支配力を持って存在しており、その他の様々な

医療が、非合法な医療として存在している」（27）

ことを意味している。

　以上から、「医師の専門性」を根拠づける唯一

の正当な知識は、医学の学問的知識だと断言で

きる。もちろんそれは万能ではない。たとえ医

学的な知識・技能に習熟したとしても、実際の

治療には不確実性がつきまとい、すべてが成功

するわけではない。そのため、もし治療の結果

が芳しくなくても医師に過失や悪意等がなけれ

ば、医師の非は問われない制度条件が構築され

ている。「その意味で法制度は、医療の不確実性

を制度化しているといえる」（28）のである。医師

の免許と権限の以上のような制度化は、「医師

の専門性」の範囲・限界・内容等を明確にして

いるといえよう。

　対して教職はどうだろうか。

　「教職の専門性」は教育学またはその近接領

域における学問的知識のみでは規定できない。

免許制度だけをみても、養成課程にせよ免許状

更新講習にせよ、学問的知識によって明確に標

準化するのが極めて難しい。教育実践に従事す

る教師からみると、日々の実践は学問的な知

識・技術というよりも実践者間で伝承されてき

た知識・技能および自身の経験知に拠っている

というのが実感だといえよう。

　異なる角度から言えば、社会的存在である

「人間＝子ども」に向けて行われる教育という

営為は、生物学上の「ヒト」を想定して行われ

る治療よりもはるかに複雑性・多様性を有す

る。例えば、患者が治療を求めてやってくる医

療現場とは違って、児童生徒は教師の教育実践

を自ら欲しているわけではない。また、教師は

集団
4 4

としての児童生徒を相手に授業を行いなが

らも、同時に一人ひとり
4 4 4 4 4

の個性や個別的ニーズ

に即した教育実践が求められる。「教育とは一

人ひとり個別に、非常に微妙なコミュニケーシ

ョンの中で、『教育の成功』を志向した危うい采

配をとり続けなければならないもの」（29）だと言

われる所以である。

　以上のことは、教育が医療よりもはるかに不

確実性の高い営為であり、学問により産出され

た知識の体系を唯一の準拠基盤とはしていない

ことを物語っている。もちろん、「だから教育学

に基づく知識・技術は無意味だ」というのでは

ない。教師自身が無自覚であっても、教育実践

に教育学が深く関与している場面は少なくない

と思われる。いずれにしても、教師が実践経験

を通じて得た知識・技能と、教育学的な知識や

思考様式等とを絡み合わせることで「教職の専

門性」の内実は生成されていると考えられる。

「教職の専門性」の正統化装置は、このことを十

分に踏まえた上で検討されるべきである。

５�．「教職の専門性」のガバナンスをめぐる

専門家・市民・行政の関係

　⑴�社会的課題をめぐる専門家、市民、

　行政の関係

　教職が様々な意味で相対化される中で、「教

職の専門性」を正統化し、その内実を検討する

のに必要な制度的条件は何であろうか。その一

つは、不確実性に溢れた教育実践に携わる者が

拠り所にすべき知識基盤を生成する社会的装置

の構築である。ここでは、科学技術社会論の議

論を参照しながら検討してみたい。

　現代社会には、学問的な手続きで信頼性・妥

当性を保証された知識・技術だけでは解決困難

な問題が少なくない。藤垣は、大気汚染防止規

制や遺伝子組み換え食品の安全規制等の例を挙

げて、「科学者にも答えが出せない不確実な問

題に直面したとき、どのように社会的意思決定

をすべきか」と問いかけ、「専門家と市民と行政

の三者関係が問われ、各セクターの枠を越えた

『公共空間』での問題解決が求められている」と

述べている（30）。

　さらに藤垣は次のように述べる。

　19世紀以降、専門学会の相次ぐ誕生で学問の

専門分化（specialization）が進むとともに科学者

の職業専門化（professionalization）が進展し、学

問の制度化が進行した。その過程で科学者集団

は「専門誌の編集・投稿・査読活動を行うコミ
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ュニティ」としての「ジャーナル共同体」を形

成し、そのレフェリー制度による知識の審判を

自らの専門主義の源泉としてきた。だから科学

者は、「ジャーナル共同体における精確さを維

持すること」にプライオリティを置くが、社会

的課題の解決を望む「市民あるいは公共（pub-
lic）にとって『不信』と見える」ことがある。

したがって市民は、科学者が「専門家としての

責任からそうしているのだ」と理解すべきであ

り、科学者は、「ジャーナル共同体への誠実さだ

けでは、公共の問題に対峙できないことを知る

必要がある」（31）。

　ジャーナル共同体のレフェリー制度は各ジャ

ーナルの「知識の審判」機構であるが、「妥当性

境界」は「査読者の諾否の判断の積み重ねとし

て形成される」のであり、「時々刻々作られ、書

き換えられ、更新されていく」ものである。こ

の境界は、ジャーナル共同体を異にする科学

者の間で「異分野摩擦（Cross-Disciplinary-
Conflict）」を引き起こす。研究で重要だと考え

られている基準は分野によって異なるため、異

分野の研究者どうしで議論すると見解の相違が

生じやすい。「何を妥当性があると判断し、何を

証拠（evidence）として用いているか、はジャ

ーナル共同体によって異なる」からである。こ

れを踏まえると、近年の大学改革で最新の社会

的トピックを意識した学際研究分野が数多く立

ち上げられながらも内部でコンフリクトを抱え

がちなことにも合点がいく。「もとある領域の

妥当性境界と新しい分野の妥当性境界」を融合

することはきわめて難しいと考えられる（32）。

　ここで留意すべきことがある。「科学の活動

は常に『作動中』であり、最先端の知見という

のは常に書き換えの途中」だということであ

る。既述のように、教育学を専攻する筆者から

みると医学領域における知識は客観性や厳密性

が高く、体系的に構築されているというイメー

ジを抱く。おそらく一般の人々の多くは、自然

科学に限らず人文・社会科学に対しても、この

ような「硬い科学観」を抱いていると考えられ

る。しかし、藤垣の議論に基づくと、実際には

「確実で厳密な答えが常に存在しているのでは

なく、科学者たちは日々それを作り、書き換え、

更新していっている」という科学観が共有され

るべきである。「もし科学のこのような実態を

市民も、行政の側も、そして科学者の側も、理

解していたとしたら、もう少し科学と社会との

間の『コミュニケーション・ギャップ』も少な

くなるのではないか」と、藤垣は指摘している（33）。

　このように考えてみると、現代社会において

公共性の高い課題に向き合いその解決を目指す

場合、「科学技術を社会に埋めこんでいくため

の交渉の場としての『公共空間』」（34）が必要だ

といえる。換言すれば、専門家の知識を社会公

共の問題の解決へ結びつけるべく「社会的合

意」を形成するために、専門家、市民、行政に

よる合意形成をいかにガバナンスするかが問わ

れているのである。

　⑵「教職の専門性」の正統化装置

　以上の議論は、「教職の専門性」のガバナンス

を考える上で示唆を含んでいる。現代において

「教職の専門性」の内実を根拠づけることは、す

ぐれて公共性の高い社会的課題とみなされるか

らである。

　ただし、藤垣が論じる「公共空間」のありよ

うをそのまま「教職の専門性」の正統化に応用

するのは適切ではない。「教職の専門性」の場

合、「専門家と市民と行政の三者関係」という構

図では関係する当事者を十分に捉え切れないと

考えるからである。

　「教職の専門性」が準拠している現実の知識

は、研究者が産出する学問的知識と実践者の経

験から生み出される実践的知識の混成だと考え

られる。そうだとすれば、「専門家」を「研究

者」と「実践者」に分けて捉える必要がある。

少々ラフな表現になるが、ひとまず「専門家と

しての研究者」「専門家としての実践者」「市民」

「行政」という四者関係を想定して「教職の専門

性」の正統化装置のあり方を構想するべきであ

ろう。

　ガバナンス改革は、従来は政府（行政）に委
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ねられてきた利害調整や政策決定を、政府を含

めた多種多様な関係当事者の参加する場に開く

ものである。それは、関係する各主体が有する

知識や見解を互いに非階層的関係のそれとして

捉え直すことを必要とするが、実際には容易で

はない。よって、政府を含めたアクター間の関

係の相互調整や統制、あるいは経営管理過程の

あり方が問われる。例えば、多様な私的アクタ

ーによる政策決定・執行プロセスへの関与の正

統性、あるいは、そのガバニング・プロセスに

よって決定された事項の結果に対して誰が責任

をとるのかというアカウンタビリティが問われ

るべき重要な争点になる（35）。政治学の分野で、

ガバナンスをガバナンスする「メタ・ガバナン

ス」のあり方が問われ、公的アクターや専門家

の役割の再定位が課題とされる所以である（36）。

　藤垣が想定した「専門家と市民と行政の三者

関係」のモデルでは、「知識をもつもの」として

の「専門家」と「もたざるもの」としての市民

の間の権力構造や、「ジャーナル共同体」の閉鎖

性・排他性と公共性がもつべき公開性の矛盾の

克服に高い関心が注がれる（37）。これらは「教職

の専門性」の正統化にもあてはまる。だが、教

職の場合、「専門家」内の「研究者」と「実践

者」の関係において知識の非階層化を図る手立

てが必要である。

　かつて筆者らは「学校経営研究における臨床

的アプローチの構築」を掲げて研究（者）と実

践（者）の関係を問い直そうとした（38）。その際、

曽余田は知識創造モデル（39）を参照して研究者

サイドの「暗黙知―形式知」と実践者サイドの

「暗黙知―形式知」が相互交流する関係図式へ

の転換を描いた（40）。 それを参照して筆者は、

「研究コミュニティ（学会・研究会等）」と「教

育実践現場（学校）」と「教員養成現場（大学）」

の間で相互に「暗黙知―形式知」を交流する図

式を提示した（41）。

　教育学の学問的知識は、各「ジャーナル共同

体」において「形式知」化されており、それに

基づいて「教職の専門性」の内容構成を考案す

ることは不可能ではない。しかし、教育実践者

間で共有されている「現場知（ローカルノレッ

ジ）」（42）は、「教育実践現場（学校）」の「暗黙

知」と「形式知」を含むと想定される。教職が

「専門職」であることを目指すなら、教師の専門

職団体が「暗黙知」を「形式知」に変換して自

らの「専門性」の内容を明示し自己規制する仕

組みを構築すべきだと筆者は考えるが、日本で

はそれに類する仕組みはみあたらない（43）。教師

が教育実践を報告し合う研究会組織が擬似的な

「ジャーナル共同体」を形成しているケースも

少なくはない。しかし、その「妥当性境界」は

「現場知」の状況依存的性質を拭えず、「研究コ

ミュニティ」のそれとの調整は思いのほか難し

い。

　容易ではないことだが、「教職の専門性」を正

統化するための新たなガバナンス装置は不可欠

である。研究者、実践者、市民、行政という多

様な主体が参加して、どの主体も「支配者」「被

支配者」にならない「社会的合理性」を担保し

うる公共空間を構想する必要がある。

　６．「教員育成指標」をめぐる問題

　ここまでの議論を踏まえて、法制化された

「教員育成指標」の策定とそれに関わる「協議

会」、ならびに「教職課程コアカリキュラム」な

どの動きについて問題を提示して結びとした

い。

　「教職の専門性」自体が相対化され、学校教育

の「専門家」がその核心的内容を社会に向けて

明示する必要が生じている。その背景の一つ

に、社会公共的な事業を「官」のみに依存しな

いで運営するガバナンス改革の文脈がある。

「官」に代わって「民」を重視したガバナンスを

求めようとする施策が広がりをみせる中、それ

に歯止めをかけて教師の専門職性を確かなもの

にするためには、「教職の専門性」の意義に対す

る社会的関心を喚起することは重要である。指

標化・基準化の動向をこの視点から捉える場

合、最も重要な点は、策定主体が誰であるかで

ある。

　 3 節でみたように、教員評価、現職研修、教
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員養成のそれぞれの領域に共通するのは、「行

政」中心の動きである。教育公務員特例法は

「教員育成指標」の作成者を任命権者と定め、

「指標の策定に関する協議並びに当該指標に基

づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必

要な事項についての協議を行うための協議会」

（第二十二条の五第一項）を設けるよう規定し

ており、協議会構成員のメインは任命権者と大

学とされている。これを受けて教職課程をもつ

大学では、どの大学が協議会に参画するかに関

心が注がれている。

　個別大学の利害に即して考えると、それは確

かに重要である。しかし、その前に重要なこと

は、「専門職」が準拠すべき知識基盤を産出して

きたはずの学会（その代表としての研究者）を

参画主体に位置づけることではないだろうか。

さらに、教師や校長及びそれらの専門職団体の

参画が俎上にのぼらないことは重大な問題であ

る。「教職の専門性」のガバナンスにおいては、

「専門家」にあたるこれら二つの主体に関心を

向けるべきである（44）。

　ガバナンス改革に連動する強力なアカウンタ

ビリティ政策は、「監査の爆発的拡張」（45）をも

たらしていると言われる。それは、事業の本質

よりも「監査可能性（auditability）」（46）の追求へ

と突き進み、結果として「内部統制の文化が外

部的に監査可能な対象へと確実に転換され」て

いく（47）。評価のための評価を推進する諸施策

は、容易に達成できる目標を設定して評価容易

なスタンダードを作成することへと各機関・組

織の管理者たちを躍起にさせ、われわれをその

渦中に巻き込んでいく。

　教職に限らず一般に「専門職」の業務は、第

三者による客観的評価が難しい不確実性を特徴

とする。だからこそ一般の人々は「専門職」に

裁量を委ねるのであり、それを引き受ける職業

集団（あくまでも個人ではない）自体による自

己規制は必須である。ところが、「教員育成指

標」や「教職課程コアカリキュラム」にみられ

る近年の施策には、その自己規制を抑制し行政

権限によって他律化する指向性がきわめて強

い。「教職の専門性」の正統性を担保するために

は、「専門家」内部における「研究者（学会）」

と「実践者（専門職団体）」の交流による専門知

の生成を意識した上で、「行政」と「市民」を交

えたガバナンスの構図を描く必要がある。

＊本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事

業（学術研究助成基金助成金）（挑戦的萌芽研

究）「新たな学校ガバナンスにおける『教育の専

門性』の再定位」（研究代表者：浜田博文、課題

番号：15K13172）の助成を受けたものである。
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